
平 成 ２ ８年　　第 ７ 回 甲 賀 市 議 会 定 例 会　　追 加 提 出 議 案

（平成２８年１２月１２日）

　　案　　　件　　　名　　　及　　　び　　　要　　　旨

議案第 128 号 甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

国家公務員の給与改定に関する法案が可決したことに伴い、市職員の給与等について国
の人事院勧告に準拠した改正を行うもの。

議案第 129 号 平成２８年度甲賀市一般会計補正予算（第５号）

職員の給与等について、条例改正に基づく所要の補正を行い、歳入歳出予算にそれぞれ
３９，８４５千円を追加し、歳入歳出予算総額を４３，８３９，８８５千円とするも
の。

議案第 130 号 平成２８年度甲賀市介護保険特別会計補正予算（第３号）

職員の給与等について、条例改正に基づく所要の補正を行い、歳入歳出予算にそれぞれ
７９５千円を追加し、歳入歳出予算総額を６，９０９，６５２千円とするもの。

議案第 131 号 平成２８年度甲賀市病院事業会計補正予算（第１号）

職員の給与等について、条例改正に基づく所要の補正により３，２２１千円を増額し、
人事異動等に伴う所要の補正により３，２２１千円を減額するため、収益的支出におい
て給与費の組み替えを行うもの。

議案第 132 号 平成２８年度甲賀市水道事業会計補正予算（第１号）

職員の給与等について、条例改正に基づく所要の補正を行い、収益的支出を１，１７８
千円、資本的支出を２６０千円それぞれ増額し、人事異動に伴う所要の補正により、収
益的支出を１７，０６８千円減額し、資本的支出を８２千円増額するもの。

議案第 133 号 平成２８年度甲賀市診療所事業会計補正予算（第１号）

職員の給与等について、条例改正に基づく所要の補正により６３２千円を増額し、人事
異動等に伴う所要の補正により６３２千円を減額するため、収益的支出において給与費
の組み替えを行うもの。

議案第 134 号 平成２８年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）

職員の給与等について、条例改正に基づく所要の補正により１，５４８千円を増額し、
人事異動等に伴う所要の補正により１，５４８千円を減額するため、収益的支出におい
て給与費の組み替えを行うもの。

議案第 135 号 平成２８年度甲賀市下水道事業会計補正予算（第２号）

職員の給与等について、条例改正に基づく所要の補正を行い、収益的支出を１，００９
千円、資本的支出を２７７千円それぞれ増額するもの。

議案第 136 号 市道路線の廃止につき議決を求めることについて
水口町北泉地先の泉・念佛田線、甲南町深川地先の深川・猪ノ谷線、信楽町杉山地先の
大倉団地線を廃止することについて、道路法第１０条第３項の規定に基づき、議決を求
めるもの。

議案第 137 号 市道路線の認定につき議決を求めることについて
水口町泉地先の泉・念佛田線、甲南町深川地先の甲南駅北１号線、甲南町野田地先の野
田下浦５号線、信楽町杉山地先のしがらきニュータウン１号線、信楽町中野地先のしが
らきニュータウン２号線を認定することについて、道路法第８条第２項の規定に基づ
き、議決を求めるもの。


